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答申第２８１号（諮問第３５１号及び第３６２号） 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

埼玉県警察本部長（以下「実施機関」という。）が令和４年４月１１日及び４月２７

日付けで行った公文書の存否を明らかにしないで不開示とした決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求及び審議の経緯 

（１） 審査請求人は、諮問第３５１号については、令和４年３月２３日付けで、諮問第

３６２号については、令和４年４月１３日付けで、埼玉県情報公開条例（平成１２

年埼玉県条例第７７号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、実施機関

に対し、公文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

（２） これに対し、実施機関は、本件開示請求のうち、諮問第３５１号に係る本件開示

請求については、審査請求人が本件開示請求書に記載した内容では、公文書の特定

ができず、不十分であるとして、令和４年３月３１日付けで、条例第８条第２項の

規定に基づき、公文書開示請求書の補正依頼（以下「本件補正依頼」という。）を

審査請求人に通知した。 

（３） 審査請求人は、令和４年４月４日付けで、本件補正依頼について、補正（以下「本

件補正」という。）を行った。 

（４） 実施機関は、本件開示請求書及び本件補正書から、本件開示請求する公文書の名

称又は内容を別表のとおり確認し、諮問第３５１号については令和４年４月１１日

付け、諮問第３６２号については令和４年４月２７日付けで、本件開示請求された

公文書の存否を答えること自体が条例第１０条第１号に規定する不開示情報を開示

することとなるとして、その存否を明らかにせず公文書不開示決定（以下「本件処

分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

（５） 審査請求人は、埼玉県公安委員会（以下「諮問庁」という。）に対し、諮問第３
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５１号については令和４年４月１３日付け、諮問第３６２号については令和４年６

月１日付けで、本件処分の取消しを求めて審査請求（以下「本件審査請求」という。）

を行った。 

（６） 当審査会は、本件審査請求について、令和５年７月６日に諮問庁から条例第２４

条の規定に基づく諮問を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 

（７） 当審査会は、本件審査請求に係る諮問第３５１号及び第３６２号について、審査

請求人が同一であること、審査請求の内容及び本件処分が同様であると認められる

ことから、これらを併合することとし、令和６年１月１５日付けで、審査請求人及

び諮問庁に通知した。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

  審査請求人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 

（１） 審査請求の趣旨 

本件処分の取消しを求める。 

（２） 審査請求の理由 

開示請求に対する決定に不服があり、審査請求する。 

（３） 反論書の趣旨 

本件処分に対して審査請求する。 

 

４ 実施機関の主張の要旨 

  実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 

条例第１３条において、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在して

いるか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」

と規定している。 

これは、開示請求に対して、対象となる公文書が存在していれば開示決定又は不

開示決定を行い、存在していなければ不開示決定を行うことから、公文書の不存在
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を理由とする不開示決定の場合以外の決定においては、原則として公文書の存在が

前提となっているところ、開示請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、条

例第１０条各号の不開示情報を開示することとなる場合があることから、その場合

には、公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否できること（存否応答拒否）

とするものである。 

諮問第３５１号に係る本件開示請求は、特定個人の氏名を挙げて、個人に係る事

件について作成された文書の開示を、諮問第３６２号に係る本件開示請求は、特定

の番号の交通反則切符に係る文書の開示を求めていることから、条例第１０条第１

号に規定された不開示情報である個人に関する情報を求めるものとして、条例第１

３条により本件開示請求を拒否したものである。 

 

５ 審査会の判断 

（１） 本件処分について 

実施機関は、本件開示請求に係る公文書の存否について、答えると、諮問第３５

１号では特定個人が殺人事件を起こしたか否か、また、諮問第３６２号では特

定個人が交通取締を受けたか否かが明らかになり、条例第１０条第１号に規定す

る不開示情報を開示することとなるため、条例第１３条により、本件開示請求に係

る公文書の存否を明らかにせず本件処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、本件開示請求に対する決定に不服がある旨、主張し、

本件処分の取消しを求めている。 

そこで、以下、実施機関が行った本件処分の違法性及び不当性について検討する。 

（２） 本件処分の違法性及び不当性について 

   ア 条例第１０条第１号該当性について 

条例第１０条第１号は、「個人に関する情報（・・略・・）であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（・・略・・）により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
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ることはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの」を不開示情報として規定し、ただし書イ、ロ又はハに掲げる情報に

該当する情報は、不開示情報から除くものとしている。 

この点、諮問第３５１号では特定個人が殺人事件を起こしたか否か、また、諮

問第３６２号では特定個人が交通取締を受けたか否かに関わる情報が問題になっ

ているところ、これらの情報は個人に関する情報であって、特定の個人を識別す

ることができる情報であると認められる。また、条例第１０条第１号ただし書イ、

ロ又はハに該当する事情は認められない。そのため、上記の各情報は条例第１０

条第１号本文の不開示情報に該当する。 

   イ 条例第１３条該当性について 

条例第１３条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在してい

るか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」

と規定している。 

開示請求があった場合、通常は開示請求に係る公文書が存在していれば、それ

を対象文書として特定し、開示又は不開示の決定が行われ、公文書が存在してい

なければ、不存在を理由として不開示の決定が行われる。このように、情報公開

制度においては、公文書の存否が明らかにされた上で決定が行われるというのが

原則である。しかし、特定の者又は特定の事項を名指しした探索的な請求などに

ついては、開示請求に係る公文書の存否を認めること自体が、条例第１０条各号

に規定する不開示情報を開示することとなり、当該規定が保護する利益を損なう

場合があることから、例外的に条例第１３条は、当該公文書の存否を明らかにし

ないで開示請求を拒否する決定を認めている。 

本件開示請求に係る公文書について、それが存在することを前提に開示又は不

開示の決定を行った場合には、諮問第３５１号では、特定個人が殺人事件を起こ

したか否か、諮問第３６２号では、特定個人が交通取締を受けたか否かという事

実が判明することとなる。 



 

 5 

したがって、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで

条例第１０条第１号に規定する不開示情報を開示することになることから、条例

第１３条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないとして行った本件処分

に違法性は認められず、また不当性も認められない。 

（３） 結論 

    以上から、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

６ 付言 

当審査会において、本件審査請求書を見分したところ、「審査請求の趣旨及び理由」

の記載が不十分であることが認められた。 

諮問庁は口頭による審査請求書の内容確認を行っているが、今後同様の事例が生じた

場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号。以下「行服法」という。）第

２３条に基づく審査請求書の補正を審査請求人に命じ、提出された書面により審査請求

人の意思確認を行うという、行服法の規定に則った対応が望まれる。 

 

 （答申に関与した委員の氏名） 

 土田 伸也、石田 若菜、石塚 洋一 

 

審議の経過 

年  月  日 内   容 

令和５年 ７月 ６日 
諮問(諮問第３５１号及び第３６２号）を受け、弁明書及び反論

書の写しを受理 

令和５年 ８月 １日 審議（第三部会第１７６回審査会） 

令和５年１０月１０日 審議（第三部会第１７７回審査会） 

令和５年１１月 ７日 審議（第三部会第１７８回審査会） 

令和５年１２月２０日 審議（第三部会第１７９回審査会） 

令和６年 １月３０日 答申 



別表 

                                     6 

 

 

諮問番号 開示請求する公文書の名称又は内容 

３５１ 

〇〇〇と、〇〇〇及びその他の殺人犯が起こした殺人事件の全殺人過程の

殺人犯罪の全過程のプロセス６０００枚以外でも偽造公文書のあるもの全

部の偽造公文書情報を示す原本（行政文書） 

３６２ 

〇〇〇の一枚目（〇〇〇所有）と、二枚目の日時部分の範囲の一枚目と二

枚目の間には、下敷があったという〇〇〇検察事務官（〇〇〇検事の１枚

目の偽造に対する告訴状への捜査結果として、「下敷が敷いてありまし

た。」という口頭での捜査結果の報告のテープ（録音）があり、その下敷

は、鋭利な刃物と同様に〇〇〇法医学博士の鑑定によってその範囲と、１

枚目と２枚目の間にあった下敷は証明されている。その下敷を情報公開請

求する。 

公務員は必ずださねばならないという法がある。法の支配による永遠の法

である。 


